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国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 1月31日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月21日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／ 給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

 （労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

　正月はお酒を飲む機会が増え、ビールの飲
酒量も増えそうです。ところで、酒税法でビー
ルは、麦芽、ホップ等が原料のアルコール分
20度未満のものと規定され１kℓにつき22万円
が課税されます。ただし、ビールと同じ発泡
性酒類でも、発泡酒、第3のビールの税率は段
階的に低く、最低では１kℓ8万円です。

ワンポイント ビールと税率

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　14日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1月号 ─ 2

　
子
育
て
期
短
時
間
勤
務
支
援
助
成

金
は
、
労
働
協
約
ま
た
は
就
業
規
則

（
以
下
「
就
業
規
則
等
」
と
い
う
）

に
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
を
養
育

す
る
労
働
者
が
利
用
で
き
る
短
時
間

勤
務
制
度
を
設
け
、
実
際
に
労
働
者

が
こ
の
制
度
を
連
続
し
て
六
カ
月
以

上
利
用
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
も

の
で
、
育
児
に
必
要
な
時
間
を
確
保

し
や
す
い
短
時
間
勤
務
制
度
の
普
及
・

促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

支
給
要
件

　

子
育
て
期
短
時
間
勤
務
支
援

助
成
金
の
支
給
要
件
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　
本
助
成
金
の
支
給
要
件
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

①
　
雇
用
保
険
の
適
用
事
業
主
で
あ

る
こ
と
。

②
　
新
た
に
雇
用
し
た
者
に
つ
い
て

は
、
雇
用
期
間
の
定
め
の
な
い
契

約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

③
　
小
学
校
就
学
の
始
期
前
（
六
歳

に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
三

月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下

同
じ
）
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者

が
利
用
で
き
る
短
時
間
勤
務
制
度

を
就
業
規
則
等
に
定
め
て
い
る
こ

と
。

④
　
小
学
校
第
三
学
年
修
了
ま
で
の

子
を
養
育
す
る
雇
用
保
険
の
被
保

険
者
に
、
連
続
六
カ
月
以
上
本
制

度
を
利
用
さ
せ
た
こ
と
。

⑤
　
④
の
該
当
者
を
本
制
度
利
用
開

始
時
に
、
雇
用
保
険
の
被
保
険
者

と
し
て
雇
用
し
て
い
た
こ
と
。

⑥
　
④
の
該
当
者
を
被
保
険
者
と
し

て
雇
用
し
、
連
続
し
て
六
カ
月
制

度
を
利
用
し
た
翌
日
か
ら
引
き
続

き
一
カ
月
以
上
短
時
間
ま
た
は
フ

ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
、

申
請
日
に
も
被
保
険
者
と
し
て
雇

用
し
て
い
る
こ
と
。

⑦
　
時
間
当
た
り
の
基
本
給
の
水
準

及
び
基
準
等
が
、
同
種
の
業
務
に

従
事
す
る
通
常
の
労
働
者
と
同
等

以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑧
　
休
業
、
欠
勤
等
に
よ
り
短
時
間

勤
務
が
中
断
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑨
　
育
児
休
業
、
残
業
の
免
除
、
短

時
間
勤
務
制
度
を
就
業
規
則
等
に

定
め
て
い
る
こ
と
。

⑩
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定

し
、
都
道
府
県
労
働
局
に
届
け
出

る
と
と
も
に
「
両
立
支
援
の
ひ
ろ

ば
」（
無
料
）
等
に
公
表
し
、
労

働
者
に
周
知
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

不
支
給
と
な
る
場
合

　

前
記
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
支
給
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
す
か
。

　
支
給
対
象
事
業
主
等
で
あ
っ

て
も
、
以
下
の
す
べ
て
の
要
件

を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

①
　
助
成
金
の
申
請
を
行
う
際
、前
々

年
度
前
の
年
度
に
か
か
る
労
働
保

険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

②
　
過
去
三
年
間
に
、
不
正
受
給
等

に
よ
り
不
支
給
措
置
が
と
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
。

③
　
過
去
一
年
間
に
、
労
働
関
係
法

令
の
違
反
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

④
　
育
児
・
介
護
休
業
法
に
違
反
し

て
助
言
・
指
導
を
受
け
、
そ
れ
を
　

是
正
し
て
い
る
こ
と
。

助
成
対
象
と
な
る

　
　
短
時
間
勤
務
制
度

　

助
成
金
の
対
象
と
な
る
短
時

間
勤
務
制
度
に
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
か
。

　
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
勤
務
制
度
で
あ

る
こ
と
が
要
件
で
す
。

①
　
一
日
の
所
定
労
働
時
間
を
短
縮

す
る
制
度

　
　
一
日
七
時
間
以
上
の
場
合
は
、

一
日
一
時
間
以
上
短
縮
し
て
い
る

こ
と
。

②
　
週
ま
た
は
月
の
所
定
労
働
時
間

を
短
縮
す
る
制
度

　
　
週
当
た
り
の
所
定
労
働
時
間
が

三
五
時
間
以
上
の
場
合
は
、
一
割

以
上
短
縮
し
て
い
る
こ
と
。

③
　
週
ま
た
は
月
の
所
定
労
働
日
数

を
短
縮
す
る
制
度

　
　
週
当
た
り
の
所
定
労
働
日
数
が

五
日
以
上
の
場
合
は
、
一
日
以
上

短
縮
し
て
い
る
こ
と
。

子
育
て
期
短
時
間
勤
務

支
援
助
成
金

短
時
間
勤
務

支
援
助
成
金

子
育
て
期
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3 ─ 1月号

助
成
金
申
請
の
手
続
き

　

本
助
成
金
を
申
請
す
る
際
の

手
続
き
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ

さ
い
。　

手
続
き
は
、
制
度
利
用
労
働

者
が
短
時
間
勤
務
制
度
を
連
続

六
カ
月
利
用
し
た
日
の
翌
日
か
ら
引

き
続
き
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と
し

て
一
カ
月
以
上
雇
用
し
た
日
の
翌
日

か
ら
三
カ
月
以
内
に
、
必
要
書
類
を

添
付
し
て
「
両
立
支
援
助
成
金
（
子

育
て
期
短
時
間
勤
務
支
援
助
成
金
）

支
給
申
請
書
」
を
管
轄
都
道
府
県
労

働
局
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い

ま
す
（
簡
易
書
留
郵
便
可
）。

子
の
看
護
休
暇

　

短
時
間
勤
務
で
あ
っ
て
も
、

子
の
看
護
休
暇
制
度
は
利
用
で

き
る
の
で
す
か
。

　
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育

す
る
労
働
者
（
日
々
雇
用
者
を

除
く
）
は
、
事
業
主
に
申
し
出
る
こ

と
に
よ
り
、一
年
度（
一
般
的
に
は
、

四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
一
年
間
）
に
お
い
て
、
労
働
者
一

人
に
つ
き
五
日
（
小
学
校
就
学
前
の

子
が
二
人
以
上
の
場
合
は
一
〇
日
）

を
限
度
と
し
て
、
ケ
ガ
ま
た
は
病
気

に
か
か
っ
た
子
の
世
話
を
行
う
た
め

の
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
を
子
の
看
護
休
暇
と
い
い
、

労
働
時
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
前

記
の
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
本
休
暇
制
度
は
必
ず
導
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
制
度
で
す
。
事
業
主

は
、休
暇
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

事
業
繁
忙
、
経
営
困
難
そ
の
他
ど
の

よ
う
な
理
由
が
あ
っ
て
も
、
申
出
を

拒
む
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
休
暇
取

得
日
の
変
更
も
で
き
ま
せ
ん
。

標
準
報
酬
月
額
の
改
定

　

短
時
間
勤
務
に
切
り
替
わ
り
、

給
与
が
下
が
っ
た
場
合
で
も
、

社
会
保
険
料
は
従
前
の
標
準
報
酬
に

基
づ
く
金
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
か
。

　
三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る

被
保
険
者
が
、
育
児
休
業
終
了

後
に
短
時
間
勤
務
制
に
変
更
し
て
就

労
す
る
場
合
、
給
与
は
低
下
す
る
の

が
一
般
的
で
す
が
、
保
険
料
算
定
の

基
礎
と
な
る
標
準
報
酬
は
、
原
則
的

に
は
次
の
定
時
決
定
ま
で
変
わ
ら
な

い
た
め
保
険
料
は
高
い
ま
ま
で
す
。

　
そ
こ
で
、
育
児
休
業
等
終
了
日
の

翌
日
の
属
す
る
月
以
後
三
カ
月
間
に

受
け
た
報
酬
総
額
を
そ
の
期
間
の
月

数
（
報
酬
支
払
基
礎
日
数
が
一
七
日

未
満
の
月
を
除
く
）で
割
っ
た
額
と
、

従
前
の
標
準
報
酬
月
額
と
を
比
べ
て

一
等
級
以
上
の
差
が
生
じ
た
と
き
は
、

年
金
事
務
所
等
に
「
健
康
保
険
・
厚

生
年
金
保
険
育
児
休
業
等
終
了
時
報

酬
月
額
変
更
届
」
を
提
出
し
て
標
準

報
酬
月
額
の
改
定
を
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（「
育
児
休
業
等
終
了

時
改
定
」
と
い
い
ま
す
）。

　
こ
の
届
出
に
よ
り
保
険
料
及
び
保

険
給
付
は
新
た
な
標
準
報
酬
月
額
に

基
づ
き
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
給
付

内
容
は
低
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
補

填
す
る
目
的
で
、
厚
生
年
金
保
険
に

限
っ
て
、
従
前
の
高
い
標
準
報
酬
月

額
で
年
金
額
を
計
算
す
る
特
例
を
設

け
て
い
ま
す
。

　
手
続
き
は
、
年
金
事
務
所
に
「
厚

生
年
金
保
険
養
育
期
間
標
準
報
酬
月

額
特
例
申
出
書
」
を
提
出
す
る
だ
け

で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
保
険
料
の
算

定
は
新
た
な
低
い
標
準
報
酬
で
、
年

金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
標
準
報

酬
は
従
前
の
高
い
標
準
報
酬
で
算
定

さ
れ
ま
す
。

制度利用者が平成22年４月
１日以降最初に生じた場合
（１事業主１回限り）

左記の利用者が、短時間勤務制度を連続して６
カ月間利用後から引き続き雇用保険の被保険者
として１カ月雇用した日の翌日から５年以内に
２人目以降が生じた場合（１人当たり）

常時雇用労働者数が
100人以下の事業主 40万円 15万円

常時雇用労働者数が
101人以上の事業主 30万円 10万円

受給できる助成金の額
１事業主当たり制度利用者数延べ10人（常時雇用労働者数が100人以下の事業主は５人）が限度です。

Q4AQ5A

Q6A



1月号 ─ 4

　４月１日に入社し、４月20日に退
職する場合、４月は健康保険料と国民

健康保険料を徴収されると聞いたのですが、
本当ですか。

　本当です。
　健康保険の保険料は、「前月から引

き続き被保険者である者がその資格を喪失
した場合には、その月分の保険料は算定し
ない」と規定されています。したがって、
前月以前から被保険者であった者が、月の
途中で離職する場合は、その月の保険料は
徴収（天引き）されませんが、月末に離職
する場合は、その翌日が資格喪失日となり
ますので、離職する月までの保険料が徴収
されます。
　しかし、被保険者の資格を取得した月に
その資格を喪失した場合（同一月内の得喪）、
たとえばご質問のように、４月１日に入社

し、社会保険の被保険者となった社員が４
月20日に離職する場合は、わずか20日間
の被保険者期間であっても４月分の保険料
が徴収されます。
　また、この被保険者が、離職後国民健康
保険に加入する場合は、同じ月であっても
国民健康保険料を支払わなければなりませ
ん。これは、国民健康保険については、月
末に被保険者であるときに保険料徴収の対
象となるためです。そのため、同一月内の
得喪については、その月分については健康
保険と国民健康保険の両方から保険料が徴
収されることとなります。
　ちなみに、同一月内において、健康保険
の被保険者であった者が離職後、就職して
健康保険組合の被保険者となった場合も同
様で、健康保険料は２社から徴収されます。
　反対に、自営業者や求職中であった者等
国民健康保険の被保険者が、就職して健康
保険の被保険者となった場合は、その月の
国民健康保険料は徴収されず、健康保険料
のみが徴収されます。

　労働時間とは、労働者が、使用者の指揮
監督下にある時間のことで、拘束時間から
休憩時間を除いた時間をいいます。労働時
間には、実際に作業に従事している時間の
ほか、手待時間（昼食休憩時間中の来客当
番等）も含まれます。
　ちなみに、休憩時間と手待時間の違いは、
使用者の指揮監督下にあるか否かによるも
のとされています。
　以下、労働時間の取扱いの具体例を掲げ
ます。
①　作業前に行う準備や作業後の後始末、

掃除等については、それが使用者の明示
または黙示の指揮命令下において行われ
ている場合は労働時間となります。

②　作業服への更衣、安全靴の着用等の時
間については、一定の着用を義務づけて
いる場合は、業務開始の準備行為に含ま
れ、労働時間とする判例があります。

　
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
受
付
分

か
ら
、年
金
手
帳
の
紛
失
等
に
よ
り
、

被
保
険
者
と
な
る
者
の
基
礎
年
金
番

号
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
運
転

免
許
証
、住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
写

真
付
き
の
も
の
）、
パ
ス
ポ
ー
ト（
有

効
期
限
内
の
も
の
）、
在
留
カ
ー
ド
、

特
別
永
住
者
証
明
書
、
国
ま
た
は
地

方
公
共
団
体
の
機
関
が
発
行
し
た
資

格
証
明
書（
写
真
付
き
の
も
の
）な

ど
に
よ
り
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性

別
、
住
所
、
基
礎
年
金
番
号
等
を
確

認
す
る
こ
と
が
事
業
主
に
義
務
づ
け

ら
れ
ま
し
た（
確
認
書
類
の
提
出
は

不
要
）。

　
具
体
的
に
は
、
資
格
取
得
届
の
備

考
欄
に「
運
転
免
許
証
に
よ
り
確
認
」

等
と
記
入
し
て
届
け
出
ま
す
が
、
こ

の
際
、
一
緒
に
職
歴
等
を
記
載
し
た

「
年
金
手
帳
再
交
付
申
請
書
」を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Q

A

同一月内の得喪−医療保険の場合

労働時間
基
礎
年
金
番
号
確
認
を
義
務
づ
け


